
子育て世帯臨時特例給付金の手続きはお済ませですか？
子育て支援課 ☎ ４７－１２８３

安芸高田市緊急通報装置（あんしん電話）
設置事業を廃止します

高齢者福祉課高齢者 ☎  ４７－１２８１

■
「
あ
ん
し
ん
電
話
」
が

ご
自
宅
等
に
あ
り
ま
せ
ん
か
？

　

合
併
以
前
よ
り
設
置
を
し
て
お
り
ま

し
た
「
あ
ん
し
ん
電
話
」
に
つ
い
て
、

老
朽
化
に
伴
う
機
器
の
故
障
・
誤
作
動

が
多
発
し
て
お
り
、
平
成
27
年
８
月
末

を
も
っ
て
本
事
業
を
廃
止
い
た
し
ま

す
。
現
在
、
事
業
廃
止
に
向
け
機
器
の

撤
去
を
進
め
て
い
ま
す
が
、
掲
載
し
て

い
る
写
真
の
よ
う
な
機
器
が
ご
自
宅
等

に
あ
り
ま
し
た
ら
高
齢
者
福
祉
課
へ
ご

連
絡
下
さ
い
。

■
お
太
助
フ
ォ
ン
で
「
あ
ん
し
ん
ボ

タ
ン
」
が
利
用
で
き
ま
す

　

廃
止
す
る
事
業
に
代
わ
る
も
の
と
し

て
、
安
芸
高
田
市
緊
急
通
報
シ
ス
テ
ム

（
あ
ん
し
ん
電
話
機
能
）
運
営
事
業
を

実
施
し
て
い
ま
す
。
こ
の
事
業
は
、
ご

自
宅
に
お
太
助
フ
ォ
ン
が
あ
る
お
一
人

暮
ら
し
の
高
齢
者
等
を
対
象
に
、
緊
急

時
に
簡
易
な
操
作
で
消
防
署
へ
通
報
す

る
こ
と
の
で
き
る「
あ
ん
し
ん
ボ
タ
ン
」

を
お
太
助
フ
ォ
ン
の
画
面
上
に
設
定
す

る
も
の
で
す
。
利
用
方
法
等
、
詳
細
に

つ
い
て
は
高
齢
者
福
祉
課
ま
で
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

■
注
意
事
項

　

安
芸
高
田
市
緊
急
通
報
装
置
（
あ
ん
し

ん
電
話
）
設
置
事
業
廃
止
後
は
、
あ
ん
し

ん
電
話
に
あ
る
「
非
常
」「
相
談
」
の
各
ボ

タ
ン
は
利
用
で
き
な
く
な
り
ま
す
。
ボ
タ

ン
を
押
し
て
も
消
防
署
か
ら
の
応
答
は
あ

り
ま
せ
ん
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

安芸高田市職員を募集します
総務課 ☎ ４２－５６１１

　平成 28 年 4 月 1 日採用予定の職員採用資格試験の概要は次のとおりです。学歴は問いません。

詳細については、「試験要項（受験案内）」をご覧ください。「試験要項（受験案内）」は、総務課、総合窓口課及び

各支所にあります。また、市のホームページからもダウンロードできます。

※上記以外の試験を実施する場合には、別途お知らせいたします。

＜お問い合わせ先＞

〒 731-0592　広島県安芸高田市吉田町吉田 791 番地

安芸高田市総務部総務課職員係 TEL：0826-42-5611　FAX：0826-42-4376

試験職種 主な受験資格
採用予
定人員

受付期間
第 1次
試験日

第 1次試験

内　容 場所

一般行政
事務（Ａ）

・平成 6年 4月 2日から
平成 10 年 4 月 1 日まで
に生まれた人

5名
程度

8月 3日 (月 )
～ 8月 31 日 ( 月 )

9 月 20 日 ( 日 )

基礎能力検査
事務能力検査
性格適性検査
面接試験

クリスタル
アージョ

一般行政
事務（Ｂ）

・昭和 55 年 4 月 2 日から
平成 6 年 4 月 1 日まで
に生まれた人

2名
程度

消防吏員

・平成 5年 4月 2日から
平成 10 年 4 月 1 日まで
に生まれた人

・採用後、24 時間勤務が
できる人

・採用後、安芸高田市に
居住できる人

6名
程度

基礎能力検査
性格適性検査
面接試験

②
現
時
点
で
、
市
、
国
、
県
な
ど

が
住
民
の
皆
さ
ん
の
世
帯
構
成
や

銀
行
口
座
の
番
号
な
ど
の
個
人
情

報
を
照
会
す
る
こ
と
は
絶
対
に
あ

り
ま
せ
ん
。

　

市
、
国
、
県
な
ど
を
か
た
っ
た
電
話

が
か
か
っ
て
き
た
り
、
郵
便
が
届
い
た

り
し
た
ら
、
迷
わ
ず
市
役
所
や
警
察
署

に
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

◆
配
偶
者
か
ら
の
暴
力
を
理
由
に
避
難

し
て
い
る
方
へ
の
支
援
◆

　

配
偶
者
等
か
ら
の
暴
力
を
理
由
に
安
芸

高
田
市
へ
避
難
さ
れ
て
お
り
、
事
情
に
よ

り
、
平
成
27
年
１
月
１
日
時
点
で
住
民
登

録
を
移
す
こ
と
が
で
き
て
い
な
い
方
で
、

一
定
の
要
件
を
満
た
す
方
は
、
申
出
し
て

い
た
だ
く
こ
と
に
よ
り
、
安
芸
高
田
市

で
、
臨
時
福
祉
給
付
金
の
支
給
の
申
請
を

受
け
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
が
あ

り
ま
す
の
で
ご
相
談
く
だ
さ
い
。
申
出

手
続
き
完
了
後
は
、
平
成
27
年
１
月
１

日
時
点
で
住
民
登
録
が
あ
る
市
区
町
村

に
お
い
て
、
配
偶
者
等
は
申
出
者
に
関

す
る
臨
時
福
祉
給
付
金
の
申
請
は
で
き

な
く
な
り
ま
す
。
そ
の
際
、
配
偶
者
等

に
対
し
、
申
出
者
の
現
在
お
住
ま
い
の

住
所
等
を
知
ら
せ
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ

ん
。
た
だ
し
、配
偶
者
等
が
代
理
申
請
し
、

既
に
給
付
金
を
受
給
し
て
い
る
場
合
は
、

市
か
ら
の
支
給
が
で
き
ま
せ
ん
。

臨時福祉給付金の内容をお知らせします
総務課 ☎ ４２－５６１１

　
消
費
税
率
の
引
き
上
げ
に
伴
う
生
活

支
援
策
と
し
て
「
臨
時
福
祉
給
付
金
」

が
給
付
さ
れ
ま
す
。

■
支
給
対
象
者

　

基
準
日
（
平
成
27
年
１
月
１
日
）
に
、

安
芸
高
田
市
の
住
民
基
本
台
帳
に
記
載

さ
れ
て
い
る
方
で
、
平
成
27
年
度
分
の

市
民
税
（
均
等
割
）
が
課
税
さ
れ
な
い

方
。
た
だ
し
、
あ
な
た
を
扶
養
し
て
い

る
方
が
課
税
さ
れ
る
場
合
、
あ
る
い
は

生
活
保
護
制
度
の
被
保
護
者
と
な
っ
て

い
る
場
合
な
ど
は
対
象
外
で
す
。

■
支
給
額

支
給
対
象
者
1
人
に
つ
き
６
千
円

■
申
請
手
続
き

　

８
月
下
旬
頃
よ
り
、
給
付
対
象
者
に

対
し
申
請
書
を
直
接
送
付
す
る
予
定
で

す
。
申
請
書
の
受
付
期
間
は
、
９
月
か

ら
３
か
月
間
を
予
定
し
て
い
ま
す
。

◆
臨
時
福
祉
給
付
金
を
装
っ
た
「
振
り

込
め
詐
欺
」
や
「
個
人
情
報
の
詐
欺
」

に
ご
注
意
く
だ
さ
い
◆

　

臨
時
福
祉
給
付
金
を
装
っ
た
詐
欺
に

あ
わ
な
い
よ
う
、
次
の
こ
と
に
注
意
し

て
く
だ
さ
い
。

①
市
、国
、県
な
ど
が　

Ａ
Ｔ
Ｍ
（
現

金
自
動
預
払
機
）
の
操
作
を
お
願

い
し
た
り
、
給
付
の
た
め
に
手
数

料
な
ど
の
振
込
を
求
め
た
り
す
る

こ
と
は
絶
対
に
あ
り
ま
せ
ん
。

　
消
費
税
率
の
引
き
上
げ
に
際
し
、
子
育

て
世
帯
の
家
計
へ
の
負
担
を
減
ら
す
た
め
、

臨
時
的
な
給
付
措
置
と
し
て
「
子
育
て
世

帯
臨
時
特
例
給
付
金
」
を
支
給
し
ま
す
。

受
付
期
間
を
過
ぎ
る
と
、「
子
育
て
世
帯
臨

時
特
例
給
付
金
」
を
受
給
で
き
な
く
な
り

ま
す
の
で
、
手
続
き
を
お
願
い
し
ま
す
。

■
申
請
受
付
期
間

６
月
１
日
（
月
）
～
９
月
１
日
（
火
）

■
申
請
手
続
き

　

平
成
27
年
６
月
分
の
児
童
手
当
の
受
給

者
あ
て
に
児
童
手
当
現
況
届
及
び
子
育
て

世
帯
臨
時
特
例
給
付
金
申
請
書
を
同
封
し
、

郵
送
し
て
お
り
ま
す
（
公
務
員
の
方
は
、

所
属
す
る
勤
務
先
が
発
行
し
ま
す
）。

　

申
請
書
に
必
要
事
項
を
記
入
の
上
、
必

要
書
類
を
添
付
し
、
窓
口
へ
提
出
し
て
く

だ
さ
い
。

■
支
給
対
象
者

　

基
準
日
（
平
成
27
年
５
月
31
日
）
に
、

安
芸
高
田
市
の
住
民
基
本
台
帳
に
記
載
さ

れ
て
い
る
方
で
、
以
下
の
条
件
を
満
た
し

た
方
が
対
象
で
す
。

※
平
成
27
年
６
月
分
の
児
童
手
当
の
受
給

者
（
平
成
27
年
５
月
31
日
に
生
ま
れ
た
児

童
を
養
育
し
て
い
る
受
給
者
を
含
む
）

■
対
象
児
童

　

支
給
対
象
者
の
平
成
27
年
６
月
分
の
児

童
手
当
の
算
定
対
象
と
な
る
児
童

■
支
給
額

対
象
児
童
１
人
に
つ
き
、
３
千
円

■
申
請
に
必
要
な
も
の

（
ア
）
一
般
の
児
童
手
当
受
給
者

　

お
送
り
し
た
申
請
書
に
必
要
事
項
を
記

入
の
上
、
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
児
童
手
当
の
振
込
口
座
以
外
を

希
望
さ
れ
る
方
は
、
こ
の
ほ
か
に
も
必
要

な
書
類
が
あ
り
ま
す
。

（
イ
）
公
務
員
の
児
童
手
当
受
給
者

　

所
属
す
る
所
属
長
が
発
行
す
る
申
請
書

に
必
要
事
項
を
記
入
の
上
、
次
の
書
類
を

添
付
し
て
く
だ
さ
い
。

①
公
務
員
児
童
手
当
受
給
状
況
証
明
書

②
振
込
先
金
融
機
関
口
座
確
認
書
類

（
平
成
26
年
度
の
子
育
て
世
帯
臨
時
特
例

給
付
金
の
支
給
を
受
け
た
市
区
町
村
と
、

平
成
27
年
度
の
申
請
先
市
区
町
村
が
同
一

の
場
合
、
省
略
が
可
能
で
す
）

③
児
童
手
当
の
振
込
口
座
以
外
を
希
望
さ

れ
る
方
は
、
本
人
確
認
書
類
（
住
民
基
本

台
帳
カ
ー
ド
（
写
真
付
き
）、運
転
免
許
証
、

パ
ス
ポ
ー
ト
の
写
し
の
い
ず
れ
か
１
つ
）

※
添
付
書
類
が
そ
ろ
っ
て
い
な
い
場
合
は
、

再
度
提
出
の
お
願
い
を
し
、書
類
が
そ
ろ
っ

て
か
ら
支
給
事
務
の
手
続
き
に
な
り
ま
す

の
で
、
必
ず
添
付
し
て
い
た
だ
き
ま
す
よ

う
お
願
い
い
た
し
ま
す
。
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